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緊急事態宣言の解除を踏まえた教育活動 
 

仲秋の候，保護者の皆様には，益々ご健勝のことと存じます。平素は，本校の教育活動，並びに感染拡

大防止に，ご理解とご協力いただき誠にありがとうございます。 

京都府全域への緊急事態措置が9月 30日（木）で解除されることを踏まえ，10月 1日（金）以降の

教育活動についてお知らせいたします。 

尚，緊急事態宣言解除後におきましても，感染拡大防止に取り組む必要があります。引き続き，ご家庭

での健康管理に努めていただき，登校時の健康観察や，少しでも体調不良を感じる場合にはためらわずに

休むことの徹底にご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

◇部活動について 

 10月 1日（金）より活動を再開いたします。但し，活動は段階的に通常に戻していきます。 

     

10 月  1 日（金）～15日（金） 校内限定で2時間以内， 

但し，公式な大会への参加は校外でも可 

 

10月 16日（土）～29日（金） 京都府内限定で対外活動可能， 

部活動ガイドラインの活動時間（平日 2 時間，休日 3 時間程度） 

 

10月 30日（土）～  部活動ガイドラインに基づく通常活動（府県をまたぐ移動可） 

 

 

 

◇学校行事 

 学校祭体育の部［10月 19日］，3年生修学旅行［10月 30日～11月 1日］は， 

当初の予定通り実施いたします。 

               

 ＊体育の部は午前中のみの短縮開催とし，保護者の参観の可否について，後日お知らせいたします。 

 

 

 

 


